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回
収
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�

　

処
分
し
た
い
パ
ソ
コ
ン
の
製
造
・
販
売

　

メ
ー
カ
ー
に
回
収
を
申
し
込
み
ま
す
。

　

※
各
社
申
込
受
付
窓
口
は
、メ
ー
カ
ー

����
家
庭
で
不
用
に
な
っ
た
デ
ス
ク

ト
ッ
プ
本
体
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ー（
ブ
ラ
ウ
ン

管
式
ま
た
は
液
晶
式
）・
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
パ

ソ
コ
ン
は
、収
集
・
持
ち
込
み
は
で
き
ま
せ

ん
。処
分
に
は
、製
造
・
販
売
メ
ー
カ
ー
に

����
家
電
製
品
の
う
ち
、エ
ア
コ
ン
・
テ

レ
ビ
・
冷
蔵
庫（
冷
凍
庫
）・
洗
濯
機（
衣
類

乾
燥
機
）に
つ
い
て
は
、リ
サ
イ
ク
ル
が
義

務
付
け
ら
れ
て
お
り
、粗
大
ご
み
と
し
て

市
で
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
リ
サ
イ
ク
ル
家
電
を
処
分
す
る

場
合
は
、販
売
店
に
引
き
取
り
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

　

引
き
取
り
に
は
、リ
サ
イ
ク
ル
料
金
＋

販
売
店
の
収
集
運
搬
料
金
が
か
か
り
ま
す

が
、販
売
店
に
よ
り
料
金
は
異
な
り
ま
す
。

（
取
り
外
し
・
持
ち
出
し
等
は
、別
料
金
で

す
）
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ま
た
、買
い
替
え
以
外
で
も
、家
電
の
引

き
取
り
を
し
て
く
れ
る
店（
下
表
）が
あ
り

ま
す
の
で
、リ
サ
イ
ク
ル
家
電
を
処
分
す

る
際
に
は
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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����
産
業
廃
棄
物
・
危
険
物
・
処
理
困
難

物
等
を
除
き
、市
内
で
発
生
し
た
一
般
家

庭
の
ご
み
と
、市
内
の
事
業
所
の
ご
み
に

限
り
、環
境
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

●
環
境
処
理
セ
ン
タ
ー
内
で
ご
み
の
仮
置

き
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
ご
み
処
理
手
数
料
は
、現
金
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

●
粗
大
ご
み
の
品
目
や
数
量
に
よ
り
、収

集
の
ほ
う
が
安
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
枝
や
木
切
れ
は
、長
さ
五
十
㎝
、直
径
十

㎝
以
内
に
切
っ
て
か
ら
持
ち
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

●
搬
入
ご
み
の
投
棄
は
、持
ち
込
ま
れ
た

か
た
自
身
で
確
認
し
な
が
ら
、投
棄
し

て
く
だ
さ
い
。

�
休
日
や
受
け
付
け
時
間
外
に
来
て
、
ご
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�������	�
　「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）により、上記の家電製品は小売業
　者による引き取り、または製造業者などによる再商品化が義務付けられています。
�����
　販売店に引き取り義務があるのは、過去に販売した製品と買い替え時の下取りをす
　る場合ですが、兵庫県においては、兵庫県電機商業組合加盟小売店が、それ以外の
　製品の引き取りをする「兵庫方式」が制度化しています。
������
　本市では、「兵庫方式」で処理をしていますので、市では処理ができません。また、廃棄
　と購入を別々にしますと料金が高くなる場合があります。
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10.00 3.19��

� � � � � � � 	 
 � �  � � � � � ��� � �

�����

������
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������
�

������

����������

5049（55）47（51）	
�

6055（60）53（57）	�
��

5047（58）45（54）	
��

4544（47）42（44）
����

）内は、周辺の道路騒音等（外乱）を含む数値

�����
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������

������
�

������

����������

603133	�
��

552529	�
��
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すべて悪臭防止法基準内�

�������

� � ��������������������

����
����
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����

������
����

�����
����

������
����

�� � �

0.1000.0180.0250.0210.024������������

0.0400.0010.0030.0010.002������������

0.040～0.0600.0400.0150.0390.016������������

―0.0440.0040.0440.004������������

―0.0010.0010.0010.001���� � � �

����������
��������������������

――��������������������������������

0.080.02<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001���������

15020<1<1<1<1<1<1��������

250603118<5143426��������

430257105555�������

�������	
������������������	
���
��������������

―����������� � �

1.000.0180.011� � � � � � �

������������	
������������������	

���������	
�
��������������

―������ � �

30.20（※）0.000040� � � � � � �

������������������	
�����������������������

　
　

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
公
開
さ
れ

　
　

て
い
ま
す
。

※
回
収
す
る
メ
ー
カ
ー
が
な
い
パ
ソ
コ
ン

（
自
作
の
パ
ソ
コ
ン
・
倒
産
や
事
業
撤
退

し
た
メ
ー
カ
ー
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）は
、

「
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会
」が
有
償
で

回
収
・
再
資
源
化
し
ま
す
。
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　市では循環型社会の形成のための施策を推進す
るため、平成17年に策定した基本計画を見直し、
「芦屋市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
　本計画は、長期的・総合的視野に立った、計画的
なごみ処理の推進を図るための基本方針であり、
国・県等の上位計画との整合性を図りつつ、ごみの
排出抑制と発生から最終処分に至るまで、適正な処
理を進めるための基本的事項を定めたものです。
※市ホームページでご覧いただけます。
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　事業系のごみは、ごみステーションに出
すことができません。
　事業者の責任において処理をすることと
規定されています。
　直接、環境処理センターに持ち込むか、
市の一般廃棄物処理許可業者に依頼してく
ださい。持ち込めるごみには一定の制限が
ありますので、確認をしてから持ち込んで
ください。
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い
く
だ
さ
い
。

●
持
ち
込
み
時
の
粗
大
ご
み
は「
、粗
大
ご

み
処
理
券
」の
使
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

�
休
日
や
受
け
付
け
時
間
外
に
来
て
、
ご

み
を
門
の
外
側
ま
た
は
敷
地
内
に
置
い

て
帰
ら
れ
る
か
た
が
い
ま
す
が
、
不
法

投
棄
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

��������	
�

�����
　①月～金曜日〈祝日含む〉午前９時～11時30
　　分・午後１時～４時30分
　②土曜日〈祝日含む〉午前９時～午後０時30分
�����
　１日１回・１世帯１車両10㎏ まで無料/10㎏ 
　～100㎏ まで900円/100㎏ を超える場合100㎏ 
　ごとに900円を加算
�����
　所定の用紙に、ごみ排出者の住所・氏名を記入
　し、押印の上、手数料を支払ってください。
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燃
や
す
ご
み
と
し
て
出
さ
れ
た
中
身
に

は
、紙
・
布
類
が
約
半
分
も
占
め
て
い
ま
す
。

燃
や
す
ご
み
の
日
に
出
さ
れ
ま
す
と
、焼

却
処
理
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、紙
類

は「
雑
誌
・
チ
ラ
シ
・
そ
の
他
紙
類
」の
日
に

出
し
て
、リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
し
ょ
う
。

●�
�
�
�
　

透
明
な
袋
に
入
れ
て
出
す
。

●�
���
�
���
	


�
�

�

厚
紙
に
入
れ
て
、「
キ
ケ
ン
」と
表
示
し

て
出
す
。
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�
	


�

●�
�
�
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�
�
�
�

●�
�
�
�
�
�

●�
�
�
�
�
�

●�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

※
内
側
が
白
色
の
紙
パ
ッ
ク
の
み
、出
し

て
く
だ
さ
い
。ア
ル
ミ
箔
の
貼
っ
て
あ
る

も
の
は
、「
燃
や
す
ご
み
の
日
」に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
白
色
紙
パ
ッ
ク
と
ア
ル
ミ
箔
の
紙
パ
ッ

ク
と
一
緒
に
出
さ
れ
ま
す
と
、
紙
パ
ッ
ク

と
し
て
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
で
き
ま
せ
ん
。
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中
身
を
出
し
、
水
洗
い
を
し
て
か
ら
出

し
て
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
ッ
プ
や
ラ
ベ
ル
は
、

は
ず
し
て
く
だ
さ
い
。
リ
サ
イ
ク
ル
率
向

上
の
た
め
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。
中
身
が
入
っ
て
い
る
も
の
・
汚

れ
の
ひ
ど
い
も
の
な
ど
は
、
リ
サ
イ
ク
ル

で
き
ま
せ
ん
。　
　

����
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
が
多
い
も
の

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
お
答
え
し
ま
す
。
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●�
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水
を
よ
く
切
る
。

●�
�
�
�
�
�
�
　

大
き
な
も
の
は
、

細
か
く
す
る
。　
　
　

●�
�
�
�
　

紙
や
布
に
し
み
込
ま
せ
る
。

●�
�
�
　

長
さ
五
十
㎝
以
内
、直
径
十

㎝
以
内
に
切
る
。

●�
�
　

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
、再

利
用
・
再
資
源
化
を
図
る
。

●�
�
�
�
 
汚
物
を
ト
イ
レ
に
流
し
て

か
ら
出
す
。

●�
�
�
　

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
・
保
冷
剤
・
使

い
捨
て
カ
イ
ロ
・
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
も「
燃

や
す
ご
み
」で
す
。
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三
十
㎝
以
内
に
折
っ
て
出
す
。※
そ
の

ま
ま
で
は
、「
粗
大
ご
み
」で
す
。
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必
ず
中
身（
ガ
ス
）を
抜
き
、穴
を
二
〜
三

カ
所
あ
け
て
出
す
。（
風
通
し
の
よ
い
場

所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。） 
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チ
ラ
シ
・
カ
タ
ロ
グ
・
冊
子
・
新

聞
紙
・
草
木
類
・
衣
類
・
不
燃
物
な
ど
は
、

多
量
に
投
入
す
る
と
輸
送
管
の
中
で
膨
ら

み
、
詰
ま
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
チ
ラ
シ
・
カ
タ
ロ
グ
・
冊
子
・
新
聞
紙
の

紙
類
は
↓�
�
�
�
�
�
�

●
衣
類
は
↓�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

●
草
木
類
は
↓�
�
�
�
�
�
�
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有
料
》

少
量
の
場
合
↓��
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布
類
に
つ
い
て
も
、フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
や
集
団
回
収
な
ど
で
、再
資
源
化
を
図

り
ま
し
ょ
う
。

　

皆
さ
ん
の
小
さ
な
努
力
の
積
み
重
ね
が

燃
や
す
ご
み
の
減
量
化
に
つ
な
が
り
、環

境
保
護
に
役
立
ち
ま
す
。　
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※ごみステーションに出された紙類・缶等は貴重な資源です。持ち去らないでください。
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�
『
ご
み
出
し
ル
ー
ル
』に
違
反
し
て
出
さ
れ
た
、大
型
ご
み
・
建
築
廃
材
・
単
車
・

タ
イ
ヤ
・
廃
家
電
製
品
等
は「
不
法
投
棄
」と
な
り
、警
察
の
取
り
締
り
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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�
近
年
、地
域
外
の「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」に
ご
み
を
出
さ
れ
る
か
た
が
い
ま
す
。

「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」は
、地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
、清
掃
等
維
持
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、お
住
ま
い
の
地
域
で
定
め
ら
れ
た「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
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